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日本チャールス･リバー株式会社との 

遺伝子改変マウス販売に関する代理店基本契約締結のお知らせ 
 
当社は、国内の大学や研究機関等に対して、当社の保有する遺伝子破壊マウスを幅広く提供

することを目的として、平成 17 年４月 26 日、日本チャールス･リバー株式会社（本社：神奈

川県横浜市、代表取締役社長：柏木 利秀）との間で遺伝子改変マウスの販売に関する代理店

基本契約を締結しましたので、お知らせいたします。 

 

 当社は、遺伝子破壊マウス事業において、当社が作製した遺伝子破壊マウスに係る遺伝子情

報を国内外の製薬企業や大学等の研究機関に提供しております。当該事業では、アステラス製

薬株式会社及び住友化学株式会社の２社に対し優先的に情報を提供する第一市場において、創

薬研究開発の上で有望な成果が得られており、既に２件の特許を共同出願するなど、順調に進

展しております。また、製薬企業各社に遺伝情報等を提供した系統のうち、継続的使用に至ら

なかったものについては、平成 16 年４月より、主に基盤研究を行う大学や研究機関等に対し、

遺伝子破壊マウスの使用権を許諾するビジネス(個別売却市場)を開始しております。 

これまで、個別売却市場の営業活動は、当社単独で展開しておりましたが、より一層の市場

浸透を図るべく、平成 17 年 4 月 26 日、日本チャールス・リバー株式会社と代理店基本契約を

締結いたしました。本契約の締結により、同社は国内の大学や研究機関等を対象に遺伝子破壊

マウスの使用権を許諾する当社の代理店業務を行います。 

同社は、世界最大の実験動物ブリーダーである米国チャールス・リバー株式会社が出資する

日本法人であり、実験動物としてのラットやマウスを扱う国内最大手企業であります。また、

グローバル展開を行っているグループ企業との連携により、研究者の動向をより早くキャッチ

し、顧客ニーズに応えた高品質な実験動物を供給している、高い実績とノウハウを持ち合わせ

た企業であります。 

当社は、本契約を締結することにより、同社の蓄積してきた研究者とのネットワークや知名

度等を活用することができ、個別売却市場の早期の市場浸透が図れ、収益基盤の強化に貢献す

るものと期待しております。 

 なお、現時点においては、当該契約が当社業績に与える影響は未定であります。 

 

日本チャールス・リバー株式会社の概要 

設   立： １９７８年２月 

資 本 金： １０億６,４００万円 

本社所在地： 神奈川県横浜市港北区新横浜 3 丁目 17 番 6 号 

代 表 者 ： 代表取締役社長 柏木 利秀 

業 務 内 容 ： 実験動物の飼育販売 

実験動物関連の受託サービス 
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